
料被害対策　・鮒・
被害対策の基本は、集落や地域全体を野生動物にとって居心地が悪く、エサの少ない場所にすることです。

餌付けの禁止
誘引物の除去

餌付けしない
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アライグマに限らず、野生動物に餌を
与えることはやめましょう。

繰り返し出てくるようになり、被害が
増えます。繁殖率も上がり、生息範囲を
拡げることにもつながります。

無意識の餌付け

生ゴミや作物などを放置しておくと、
野生動物を誘引し、餌付けと同じことに
なります。
撤去できる物は取り除き、撤去できな

い物は防護するようにしましょう。

⑳防酬
電気柵が効果的

通常の柵ならよじ登ることができるので、
電気柵による防除が有効です。

地面からの高さ10～40cmをカバーする
必要があります。
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